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災害時の
リハビリテーション感染対策

災害リハビリテーション
とは何か

日本災害リハビリテーション
支援協会

　東日本大震災（2011年3月11日）では，
災害リハビリテーション支援を全国規模で組
織的に展開するため，「東日本大震災リハビ
リテーション支援関連10団体」が結成され，
現在は一般社団法人日本災害リハビリテー
ション支援協会（Japan Disaster Rehabili-
tation Assistance Team：JRAT）として組

織化されている（図1）．また．全国的に都道
府県レベルでの地域JRATとしての組織化が
進んでおり，筆者らは兵庫県の地域JRAT（兵
庫JRAT）の一員として活動している．

災害リハビリテーションの目的

　近年，わが国では大規模地震や豪雨災害な
どの大規模災害の経験から，災害リハビリ
テーションが注目されている．災害リハビリ
テーションの具体的な目的としては，避難所・
仮設住宅などでの避難者に対するリハビリ
テーショントリアージや，不活動から生じる
深部静脈血栓症（Deep Vein Thrombosis：
DVT）・うつ病など生活不活発病の予防，嚥

10

勝谷将史 ,　佐野一成

図 1 日本災害リハビリテーション支援協会を構成する団体
（JRAT公式紹介資料より引用 ）
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第3章　リハビリテーションの各場面における感染対策（および職員に対する感染対策指導）

下障害・口腔ケア支援などによる肺炎の予防，
災害弱者の保護，福祉用具の提案，生活環境
整備などが挙げられる1）．災害フェーズに合
わせたJRATの活動を図2に示す．
　生活環境を整備するうえでは，避難所・仮
設住宅における基本的な感染症対策を確認す
ることや，感染症流行期には流行している感

染症に準じた対応がなされているかを確認し
ていく視点が必要である．

災害時の感染リスク

　東日本大震災や熊本地震，西日本集中豪雨
などでは多くの住人が家屋を失い，長期の避
難生活を余儀なくされた．大規模災害では水

図 2 災害のフェーズに合わせたリハビリテーション支援
（JRAT公式紹介資料より引用 ）

応急修復期 復旧期 復興期

リハビリテーション
トリアージ

 • 避難所の住環境評価と整備
 • 動きやすい居住環境のアド
バイスや応急的環境整備
 • 避難所支援物資の適切な選
定と設置（段ボールベッド
など）

生活不活発病予防
避難所や施設でのリハビリ
テーション支援活動

健康支援
地域に根づいたリハビリ
テーションへの移行支援

＊ 参入職種：リハビリテーション科医師，理学療法士，
作業療法士，言語聴覚士，看護師，ケアマネジャー，
義肢装具士，その他医療福祉関連職

表 1 災害時の感染症
災害時に危険が
増加する感染症 

外傷 創部感染
破傷風
ガス壊疽

汚染水の吸入 誤嚥性肺炎
ノミ，ダニ，動
物媒介

レプトスピラ症
ハンタウイルス症
発疹チフス
ツツガムシ病

避難生活時に
問題となる感染症 

飛沫感染 インフルエンザ
肺炎球菌性肺炎
マイコプラズマ肺炎
百日咳
COVID-19

経口感染 感染性下痢症（細菌性，ウイルス性）
ウイルス性肝炎
腸チフス・パラチフス

接触感染 黄色ブドウ球菌感染症
A型レンサ球菌感染症
流行性角結膜炎
疥癬

空気感染 結核・麻疹・水痘
（文献3を改変して引用）
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をはじめとしたライフラインが遮断され不衛
生となりやすい傾向がある．
　例えば，洪水などでは下水の氾濫による汚
染のほか，上水が遮断され生活用水が不足し
て避難所での衛生環境が悪化することで，感
染症の発症とまん延が懸念される．さらに夏
場であれば食中毒の危険性も高くなり，食品
の保存や衛生状態に注意が必要である．
　また，人が集まる避難所では人と人との距
離が近く，衛生状態の不良や避難生活の長期
化に伴う心身の疲労から，さまざまな感染症
が，飛沫感染，経口感染，接触感染，空気感
染などのあらゆる経路から発生する可能性が
ある2）．
　災害時に危険が増加する感染症，避難生活
時に問題となる感染症を表1に示す3）．特に
災害リハビリテーションにおいては，避難生
活時に問題となる感染症に注意しなければな
らない．

これまでの支援経験から
災害リハビリテーションを
振り返る

熊本地震での活動から

　熊本地震は2016年4月14日に前震が，
27時間後の16日に本震が発生し，避難者数
は最大18万3,882名，避難所は最大855カ
所となり，死者270人にのぼった4）．
　熊本JRATは15日に活動本部を設置し，
報告を受けたJRAT東京本部は熊本地震
JRAT災害対策本部を立ち上げ，19日には全
国へ支援チームを募った．兵庫JRATは5月
2日から1週間で延べ39カ所の避難所と被
災者宅2軒を巡回し，毎日1～3回の対策会
議に出席した．
　私たちは避難所管理者や他の支援者から情
報を集めて，避難所の抱えるさまざまな課題
を探り，災害リハビリテーション支援チーム
が対応できる課題があれば，その改善策の提
案と運営のサポートを行った．例えば，避難

所内は感染対策として土足禁止が原則であ
る．そこで，上下足分離環境を向上するとと
もに，靴を履き替える際の転倒防止を図って，
避難所玄関やトイレ入口に手すりや椅子を設
置した（図3）．また，和式トイレではしゃが
み込むことが難しい高齢者などに配慮すると
ともに，便器周囲の汚染を予防するため，簡
易洋式便座を設置するなどの公衆衛生の向上
にもかかわった（図4）．
　私たちは原則として．個別の機能訓練は行
わず，個別対応として行ったのは，環境整備
や動作指導であった．そのなかで必要な福祉
用具があれば，承認を受けて物品を手配し，
設置と使用方法の指導を行った．一方，集団
に対しては，生活不活発病予防などの集団体
操に積極的に介入し，後に自主開催ができる
ことを目指して，参加者らが引き継げるよう
に介入した．

災害リハビリテーション
における感染対策

避難所での感染対策

　後藤らは，熊本地震において本震からの1
カ月で赤十字救護班と徳洲会救護チームが診
療した感染性胃腸炎症状による受診者数は
64例で，これは1日平均の避難者1,000例
あたりの感染性胃腸炎受診者の5.8例に相当

図 3 上下足分離による衛生管理への対応
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すると報告している．この避難所の衛生環境
は，居住空間に間仕切りがなく，廊下までは
土足での出入りであって上下足分離の徹底が
あいまいであった．集中豪雨の影響でトイレ
の床は泥状となり，断水と消毒液不足による
手指衛生の徹底が困難な状態であったと報告
されている5）．また，発災約3週間後に避難
所で昼食を摂取した43人中34人が食中毒を
発症し，21人が入院したとの報告5）もある．
避難所での衛生管理は，ライフラインの復旧
状況と空調機能に加えて，季節や気温や天候，
そして地域特性など，検討事項は多岐にわた
る．そのなかで，インフルエンザやノロウイ
ルスなどへの感染症対策に加え，食中毒対策
にも尽力していく必要性がある．
　災害リハビリテーションの現場でも，「す
べての人は伝播する病原体を保有していると
考え，人や周囲の環境に接触する前後には手
指衛生を行い，血液・体液・粘膜などに曝露
される恐れのある時は個人防護服を用いるこ
と」という標準予防策が基本となる．そのた
め，支援者の立場で避難所を巡回する場合は，
各避難所での感染動向の確認が必要となる．
また，都道府県保健医療調整本部からの一元
化された情報をもとに，被災地域の感染動向

を確認するとともに，各避難所では，運営に
あたる行政職員や現地の保健師・看護師など
からも情報を収集したうえで，各避難所にお
ける標準予防策を講じる必要がある．
　さらに，発災後の避難所はライフラインも
物資も不十分な状態となるため，現地では臨
機応変に対応して最善を尽くす必要がある．
そのため支援者は被災地の資源を消費しない
ため，チームが現地で使用するすべての資材
をチーム自身が持参するべきである．

標準的な感染対策

　2011年に厚生労働省が通知した「被災地
での健康を守るために」6）では，避難所室内
の環境について，土足厳禁と換気の実施を紹
介し，感染予防のためには，こまめな手洗い
の励行と，すり込み式アルコール剤を世帯単
位で配布することが望ましいとされている．
熊本県が発行した，避難所における新型コ
ロナウイルス感染症への対応指針（概要）7）で
は，原則として「避難所における3密防止」「要
配慮者への適切な対応」「車中泊者など，避
難所外避難者への対応」を挙げている．
　日本医師会が発行した「新型コロナウイル
ス感染症時代の避難所マニュアル」8）では，

図 4 簡易洋式便座の設置
しゃがみこみが困難な高齢者が中腰で用を足すため，便座周囲が汚染していた
が，簡易洋式便座を設置し清潔で使いやすいトイレにした．
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避難所が用意すべき物品として，体温計（非
接触型），アルコール消毒（手指衛生用），次
亜塩素酸溶液，ハンドソープ，ウェットティッ
シュ，フェイスシールド，ビニールシート，
使い捨て手袋，ビニール袋（ゴミ回収用）を
挙げている．スタッフは標準予防策を実施
し，避難者との接触時には手指衛生を行う．
スタッフは基本的に，サージカルマスクと
フェイスシールドもしくはアイシールドを使
用し，使い捨て手袋に関しては，受付担当者
と保健医療活動支援者は常時使用するべきと
なっている．
　避難所における災害リハビリテーション支
援チームの標準予防策は，病院・施設に準じ
るべきと考える．藤本ら9）は標準予防策とし
て，診察・歩行練習時などはユニバーサルマ
スキングを基本にサージカルマスクを使用
し，吐物処理時は手袋・エプロン・ガウンを
追加し，排痰・吸引・嚥下にかかわる介入に
はゴーグル等を追加すると述べ，さらに新型
コロナウイルス感染症流行時は，N95マス
クを使用するとしている．

感染流行期の感染対策

　感染流行期には，受付で避難者および訪問
者に，検温と手指消毒およびサージカルマス
ク着用を確認し，担当スタッフは問診を通じ
て，来訪者の発熱や体調不良を確認する必要
がある．また，発熱者と濃厚接触者に対して
は，対応できる他避難所を紹介するか，もし
くは自避難所の専用エリアに通して，一般避
難者と動線の重複を避けて，トイレも別にす
る必要がある．
　さらに，一般避難者同士とスタッフとの接
触を最小限にするため，エリア別に担当ス
タッフを配置して，受付での手続きはできる
限りIT化を進め，避難者との連絡は電話や
SNSなどを活用する．行列ができやすい配
膳時やトイレでは，動線上に待機場所を指定
して接触を少なくし，適切な換気方法を標準
化する．
　災害リハビリテーションとして，避難所に

おけるうつ状態の改善や生活不活発病を改善
するためには，コミュニケーションや集団活
動などにおける「コミュニティのもつ力」が
重要となるが，感染流行期にはコミュニティ
を分断する感染対策をしなくてはならず，こ
れが大きなジレンマとなっているのが現状で
ある．生活不活発病を予防するうえでは，感
染対策を行ったうえで，体操のチラシを配布
したり，必要な個別指導などを行うといった
工夫が必要になる．
　避難者同士のソーシャルディスタンス確保
については，避難所受け入れ人数の制限とと
もに，開設避難所数を増やすことにより，避
難所内のスペースを確保していく．例えば簡
易ベッド（段ボール），パーテーション，簡
易テントを用いたゾーニングを行い（図5），
家族間の距離は1m以上，ベッド間は2m以
上の確保を目安とする．居住スペースは，一
般個人で4m2，一般家族は1人あたり2.5m2，
高齢者・妊婦は6m2で，特に感染者・要観
察者の一時待機場所は9m2を目安とし，で
きる限り避難所から離れた専用スペースの確
保が求められている10）．

在宅避難者訪問時の
COVID-19に対応した感染対策

　災害リハ支援チームが避難者宅に訪問する
際の標準予防策については，前述した避難所
での対策に加え，日本理学療法士協会のホー
ムページ上で公開されている「地域・在宅で
の感染予防対策」にも準じるべきと考える．
髙橋11）が紹介する理学療法中の介助や立ち
位置も参考になる．避難所と在宅の共通点と
しては，備品の消毒や「1介助1消毒」の原則，
そして換気とソーシャルディスタンスの確保
がある．フェイスシールドやアイシールドな
どを使用しつつ，対象者と向かい合って行う
活動は避ける必要があるが，日常的にも筆者
は，できる限り対象者の斜め横から，同じ方
向を見て話すように心がけている．実際にユ
ニバーサルマスキングが困難な場合は，嚥下
訓練と同様に考え，N95マスクの着用を判
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断することもある．
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